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（4⽉28⽇更新）
・2022年度改定に合わせて内容を更新しました。
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下記患者へは算定しない
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15の5 服薬情報等提供料1,2,3

【算定の制限】

【共通の要件】

2022年度改定で新設・追加された内容

内容 点数
調剤後も患者の服⽤薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等⼜は医療機関に情報を提供する
１ 医療機関の求めで医療機関に情報提供した場合(⽉1回に限り） 30点
２ 患者、家族等の求め⼜は薬剤師が必要性を認め、患者等⼜は医療機関へ情報提供、指導等した場合

(⽉1回に限り） 20点

３ ⼊院前の患者に係る医療機関の求めがあった場合に、服⽤薬の情報把握等を⾏い、医療機関へ情報提供した
場合(3⽉に1回に限り） 50点

患者の同意取得 医療機関への情報は
⽂書により提供

患者の服薬状況
等の把握

薬剤服⽤歴に記録
・情報提供内容
・指導内容 等

【2022/4/11疑義解釈その3】 提供料1、2、3をそれぞれ同⼀⽉に算定すること
は可能(ただし、同⼀の情報を同⼀医療機関に対して提供した場合は算定不可)

内容 点数
調剤後も患者の服⽤薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等⼜は医療機関に情報を提供する
１ 医療機関の求めで医療機関に情報提供した場合(⽉1回に限り） 30点
２ 患者、家族等の求め⼜は薬剤師が必要性を認め、患者等⼜は医療機関へ情報提供、指導等した場合

(医療機関への情報提供による算定は⽉1回に限り） 20点

３ ⼊院前の患者に係る医療機関の求めがあった場合に、服⽤薬の情報把握等を⾏い、医療機関へ情報提供した
場合(3⽉に1回に限り） 50点

患者の同意取得

お願いします
宜しいで
しょうか

患者の服薬状況
等の把握

医療機関への情報は
⽂書により提供

薬剤服⽤歴に記録
・情報提供内容
・指導内容 等

下記患者へは算定しない
• 特定薬剤管理指導加算2
• 調剤後薬剤管理指導加算
• 服⽤薬剤調整⽀援料2

・かかりつけ薬剤師指導料
・かかりつけ薬剤師包括管理料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
を算定している患者

＜特別調剤基本料算定薬局＞
不動産取引等の特別な関係を
有している医療機関への情報提
供を⾏った場合は算定できない

特別な関係

算定

下記項⽬は併算定不可

【2022/3/31疑義解釈その１】
特別調剤基本料算定薬局と不動産取引
等その他の特別な関係を有している医療
機関が不明である場合は算定不可

【2022/3/31疑義解釈その１】
服薬情報等提供料１を算定する患者について、異なる内容について
情報提供を⾏う場合は同⼀⽉内に服薬情報等提供料３は算定可能
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服薬情報等提供料1,2 算定の流れ

❶求め

❶求め

医療機関
❷情報提供

❷情報提供

服薬情報等提供料１ 服薬情報等提供料２

②情報提供

・緊急安全性情報
・安全性速報
・医薬品医療機器安全性情報等

処⽅箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で
患者の服薬期間中に新たに知りえた情報

・患者の服⽤薬および服薬情報
・服薬指導の要点、患者の状態

必要性を認めた場合➀
（残薬を確認した場合を含む）
・患者の服⽤薬および服薬情報
・服薬指導の要点、患者の状態
・患者が容易に⼜は継続的に服⽤できる
ための技術⼯夫等の調剤情報

※疑義照会等では算定不可

薬剤師

・残薬の有無
・残薬の量や理由
・副作⽤の有無
・副作⽤の原因となりうる推定薬剤

電⼦的⽅法によって、情報等を提供する場合は、
書⾯における署名⼜は記名・押印に代わり、電⼦署名を施すこと。

・残薬の報告
・分割調剤2回⽬以降
・⼊院前患者の服⽤薬

❸確認・指導

次回以降来局時
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「重篤副作⽤疾患別対応マニュアル」を
参考にすることが望ましい。

医療機関への情報提供は⽉1回までですが、
患者家族等への情報提供に算定回数の制限はありません

調剤後も患者の服⽤薬
の情報等について把握

電⼦的⽅法によって、情報等を提供する場合は、
書⾯における署名⼜は記名・押印に代わり、電⼦署名を施すこと。

電⼦⽂書の取扱い（算定要件⼀部要約）
「重篤副作⽤疾患別対応マニュアル」を
参考にすることが望ましい。

患者の⾃覚症状の分析

・患者の服⽤薬および服薬情報
・服薬指導の要点、患者の状態

⽂書等により提供

・残薬の有無
・残薬の量や理由
・副作⽤の有無
・副作⽤の原因となりうる推定薬剤

医師の指⽰による分割調剤の場合

患者、家族等

❶求め

❷情報提供

②情報提供

❶求め

❷情報提供

❸確認・指導

必要性を認めた場合➀
（残薬を確認した場合を含む）
・患者の服⽤薬および服薬情報
・服薬指導の要点、患者の状態
・患者が容易に⼜は継続的に服⽤できる
ための技術⼯夫等の調剤情報

※疑義照会等では算定不可

・緊急安全性情報
・安全性速報
・医薬品医療機器安全性情報等

処⽅箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で
患者の服薬期間中に新たに知りえた情報
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〇〇〇〇年〇〇⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
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服薬情報等提供料1,2 算定上の注意点

1
回
⽬

2
回
⽬

1回⽬（A1）

2回⽬（A2）

算定不可

同⼀⽉

情報提供の都度、
薬剤服⽤歴に記載

・情報提供した事項
・服薬期間中および処⽅箋受付時に確認
した患者の服薬状況等及び指導等

当該⽂書の写しを
薬剤服⽤歴に添付

患者への情報提供は
複数回算定可。
次回来局時に算定

1回⽬（A1）

算定可

薬剤師

A1

同⼀⽉

複数の医療機関⼜は診療科の
場合、施設、科ごとに算定可

医療機関の求めによる情報提供
は、同⼀患者の場合、複数回
提供しても算定は1回のみ

どちらか可

別紙様式1ー１
「患者の服薬状況等
に係る情報提供書」

⼜は準ずる様式医療機関の求め

薬剤師の判断

同じ医療機関への同じ情報提供
で「１」〜「3」のいずれかを同⼀⽉
に⾏った場合はいずれか1つを算定

B1A1

A2

B医療機関

A医療機関
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患者
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服薬情報等提供料3 算定要件

薬剤師

受診している
他の医療機関

⼊院予定
医療機関

他の薬局

⼊院予定
患者 家族等

②同意取得

他の医療機関

③聞き取り
（服⽤中の薬剤）

④持参

⑤整理

⑥情報提供

⑦
記
録

当該薬局で調剤した薬剤、
他の薬局で調剤された薬剤、
医療機関で院内要約された薬剤等
を⼀元的に把握すること

別紙様式1-2
「⼊院前の患者の服薬状況

等に係る情報提供書」

⼜は準ずる様式

• 受診中の医療機関、
診療科等

• 服⽤中の薬剤⼀覧
• 患者の服薬状況
• 併⽤薬剤等の状況

①´求め

①求め

依頼の⽅法については規定されておらず⼝頭での依頼も可能と
解釈しておりますが、その旨の記録は必要と考えます

【2022/4/11疑義解釈その3】
・「必要に応じて患者が持参した服⽤薬の整理」の要否は薬剤師の判断でよい
ただし、患者が薬局に持参した現品を確認した上で判断する

・医療機関への情報提供時⼜は患者の次回来局時に算定

患者が⼊院している医
療機関からの求めのほ
か、患者が受診してい
る他の医療機関からの
求めを含む
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①求め

⑥情報提供

①´求め

②同意取得

③聞き取り
（服⽤中の薬剤）

④持参

⑤整理
⑦
記
録


